
施設入所者に訪問看護を行った場合の医療保険の算定について（確認方法）

下の【確認方法】及び【例】を参考に、本スライド３ページ以降の通知をご確認ください（施設の定義は２ページをご確認ください。）。

【確認方法】
利用者の入所施設と算定区分が交わる欄を確認し、医療保険における算定の可否をご確認ください。
※ 利用者の入所施設がどの施設に該当するかについては、利用者、利用者家族、施設等にご確認をお願いします。

（近畿厚生局府県事務所に対し、利用者の入所施設は何の施設に該当するかをお問い合わせいただいてもお答えできません。）

【例】下のスライドは通知（右下のスライド番号：20・23ページ）を一部抜粋

（問） 介護老人保健施設に入所している利用者に対して、訪問看護基本療養費（Ⅰ）は算定できるか ⇒ （答）算定不可

算定区分を選択

入所施設を選択
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施設の定義について ※本スライド３ページ以降の通知の用語について

「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」（平成20年厚生労働省告示第128号、最終改正：令
和８年厚生労働省告示第119号）から施設に関係する用語の定義を抜粋

⚫ 「法」とは、介護保険法（平成９年法律第123号）をいう。
⚫ 「患者」とは、法第62条に規定する要介護被保険者等である患者をいう。
⚫ 「短期入所生活介護」とは、法第８条第９項に規定する短期入所生活介護をいう。
⚫ 「介護予防短期入所生活介護」とは、法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
⚫ 「短期入所療養介護」とは、法第８条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。
⚫ 「介護予防短期入所療養介護」とは、法第８条の２第８項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。
⚫ 「地域密着型介護老人福祉施設」とは、法第８条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。
⚫ 「介護老人福祉施設」とは、法第８条第27項に規定する介護老人福祉施設をいう。
⚫ 「介護老人保健施設」とは、法第８条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。
⚫ 「介護医療院」とは、法第８条第29項に規定する介護医療院をいう。
⚫ 「小規模多機能型居宅介護」とは、法第８条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。
⚫ 「複合型サービス」とは、法第８条第23項に規定する複合型サービスをいう。
⚫ 「特定施設」とは、法第８条第11項に規定する特定施設をいう。
⚫ 「地域密着型特定施設」とは、法第８条第21項に規定する地域密着型特定施設をいう。
⚫ 「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

第37号）第192条の２に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。
⚫ 「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護」とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号）第253条に規定する外部サービス利用型
指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。

⚫ 「認知症対応型共同生活介護」とは、法第８条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。
⚫ 「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、法第８条の２第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。
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